
埼玉県地球温暖化防止活動推進員設置要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）第３７
条第１項の規定に基づく埼玉県地球温暖化防止活動推進員（以下「推進員」という。）
の設置について、必要な事項を定めるものとする。 

 
 （活動） 
第２条 推進員は、法第３７条第２項の規定に基づく活動を自ら積極的に行うものとし、
活動に当たっては、法第３８条の規定に基づき指定された埼玉県地球温暖化防止活動推
進センターとの連携を図るものとする。 

 
 （委嘱） 
第３条 推進員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 
（１）推進員に委嘱することが適当であるとして居住する市町村長から推薦された者 
（２）環境に関する知識と経験を有すると知事が認める者 
２ 知事は、推進員を委嘱したときは、推進員証を交付するものとする。 
 
 （解嘱） 
第４条 知事は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解嘱すること
ができる。 

（１）推進員がやむを得ない事由により活動を行うことができなくなったとき。 
（２）推進員本人又はその代理人から辞任の申し出があったとき。 
（３）推進員の地位を利用して営利活動、宗教活動又は政治活動を行ったとき。 
（４）その他推進員として適当でないと認められるとき。 
２ 推進員は、前項の規定により解嘱された場合は、直ちに推進員証を知事に返付しなけ
ればならない。 

 
 （任期） 
第５条 推進員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、任期開始後に追加で委嘱し
た推進員の任期については別に定める。 

      
 （報酬） 
第６条 推進員に対する報酬は支給しない。 
 
 （研修） 
第７条 推進員は、地球温暖化防止に関する研修を積極的に受講するものとする。 
 
 （報告等） 
第８条 推進員は、その住所等に変更が生じた場合は、様式第１号により知事に届け出な
ければならない。 

２ 推進員は、第２条に定める活動の実績について、上半期（４月１日から９月３０日ま
でをいう。）は１０月１５日までに、下半期（１０月１日から翌年３月３１日までをい
う。）は４月１５日までに、様式第２号により知事に報告しなければならない。 

 
 （庶務） 
第９条 推進員の委嘱等に係る事務は、埼玉県環境部温暖化対策課において行う。 
 
 
 （その他） 



第１０条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は別に定める。 
 
   附 則 
１ この要綱は、平成１７年４月２７日から施行する。 
２ 第５条の規定にかかわらず、平成１７年度に委嘱する推進員の任期は、平成１８年３
月３１日までとする。 

 
   附 則 
 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２３年１０月１３日から施行する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２４年２月１０日から施行する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年８月２８日から施行する。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２８年５月２７日から施行する。 
 
   附 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
 
 



様式第１号 
 
 

住  所  等  変  更  届 

 
 
 
                                                  令和    年     月     日 
 
（あて先） 
  埼 玉 県 知 事  
 
 
 
 
 
                                     住 所 
 
 
                                     氏 名 
 
 
   次のとおり住所等に変更があったので、届け出ます。 
 
 

 
   住  所 

〒 

   電話番号 
 

  ＦＡＸ番号 
 

 メールアドレス 

 

  備   考 
 

 
 ※ 変更のあった項目のみ記入してください。     
 



様式第２号 
 

埼玉県地球温暖化防止活動推進員活動実績報告書 
 
 
                                                     令和  年     月     日 
 
（あて先） 
  埼 玉 県 知 事  
 
 
                                    推進員氏名               
 

  年度 半期（ / ～ / ）において次のとおり活動を行いましたので報告します。 

 

年 月 日      活 動 内 容     場   所    対象・人数 分類 

     

 

活動日数 日 

 

※イベント等の準備期間も含めた活動日数を記入してください。 


